
 

 

青
森
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
職
員
の
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則 

 

（
平
成
十
九
年
二
月
一
日
青
森
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
規
則
第
十
八
号
） 

改
正 

平
成
二
一
年 

五
月
二
九
日
規
則
第 

五
号 

 

平
成
二
二
年 

四
月 

九
日
規
則
第 

七
号 

 

平
成
二
二
年 

六
月
二
八
日
規
則
第
一
一
号 

 

平
成
二
二
年
一
二
月 

一
日
規
則
第
一
三
号 

 

平
成
二
三
年 

四
月
二
五
日
規
則
第 

四
号 

 

平
成
二
三
年
一
二
月
二
一
日
規
則
第 

八
号  

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
青
森
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
九
年
青
森
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
条

例
第
十
五
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二
十
条
、
第
二
十
二
条
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
六
条
及
び
第
三
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

職
員
の
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
の
支
給
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
期
末
手
当
の
支
給
を
受
け
る
職
員
） 

第
二
条 

条
例
第
二
十
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
期
末
手
当
の
支
給
を
受
け
る
職
員
は
、
同
項
に
規
定
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日
に
在
職
す
る

職
員
（
条
例
第
二
十
一
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員
と
す
る
。 

一 

無
給
休
職
者
（
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
八
条
第
二
項
第
一
号
又
は

青
森
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
職
員
の
分
限
の
手
続
及
び
効
果
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
九
年
青
森
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
条

例
第
七
号
）
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
該
当
し
て
休
職
に
さ
れ
て
い
る
職
員
の
う
ち
、
給
与
の
支
給
を
受
け
て
い
な
い
職
員
を
い
う
。
） 

二 

刑
事
休
職
者
（
法
第
二
十
八
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
該
当
し
て
休
職
に
さ
れ
て
い
る
職
員
を
い
う
。
） 

三 

停
職
者
（
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
停
職
に
さ
れ
て
い
る
職
員
を
い
う
。
） 



 

 

四 

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
。
以
下
「
育
児
休
業
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り

育
児
休
業
を
し
て
い
る
職
員
の
う
ち
、
青
森
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
九
年
青
森
県
後

期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
条
例
第
十
二
号
。
以
下
「
育
児
休
業
条
例
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
以
外
の
職
員 

第
三
条 
条
例
第
二
十
条
第
一
項
後
段
の
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
と
し
、
こ
れ
ら
の
職
員
に
は
、
期
末
手
当
を
支
給
し

な
い
。 

一 

そ
の
退
職
し
、
若
し
く
は
失
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
日
に
お
い
て
前
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
職
員
で
あ
っ
た
者 

二 

そ
の
退
職
又
は
失
職
の
後
基
準
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
条
例
の
適
用
を
受
け
る
職
員
（
臨
時
で
あ
る
者
を
除
き
、
非
常
勤
で
あ
る
者
に
あ

っ
て
は
、
法
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
（
以
下
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）

に
限
る
。
）
と
な
っ
た
も
の 

三 

そ
の
退
職
に
引
き
続
き
次
に
掲
げ
る
者
（
臨
時
で
あ
る
者
を
除
き
、
非
常
勤
で
あ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
そ
の
他

広
域
連
合
長
の
定
め
る
者
に
限
る
。
）
と
な
っ
た
も
の 

イ 

公
社
、
公
庫
等
の
職
員
（
広
域
連
合
長
の
定
め
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
） 

ロ 

国
又
は
他
の
地
方
公
共
団
体
の
職
員
（
広
域
連
合
長
の
定
め
る
も
の
に
限
る
。
） 

第
四
条 

期
末
手
当
に
つ
い
て
条
例
第
二
十
六
条
第
六
項
た
だ
し
書
の
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
前
条
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員
と
し
、

こ
れ
ら
の
職
員
に
は
期
末
手
当
を
支
給
し
な
い
。 

第
五
条 

基
準
日
前
一
箇
月
以
内
に
お
い
て
条
例
の
適
用
を
受
け
る
常
勤
の
職
員
（
条
例
第
二
十
五
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
以

下
同
じ
。
）
又
は
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と
し
て
の
退
職
が
二
回
以
上
あ
る
者
に
つ
い
て
前
二
条
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
は
、
基
準
日

に
最
も
近
い
日
の
退
職
の
み
を
も
っ
て
、
当
該
退
職
と
す
る
。 

（
期
末
手
当
基
礎
額
等
に
係
る
加
算
を
受
け
る
職
員
及
び
加
算
割
合
） 

第
六
条 

条
例
第
二
十
条
第
五
項
（
条
例
第
二
十
三
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
則
で
定
め
る
職
員
の
区
分
は
、
別
表
第

一
の
職
員
欄
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
と
し
、
同
項
の
百
分
の
二
十
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
規
則
で
定
め
る
割
合
は
、
当
該
区
分
に
対
応
す
る
同

表
の
加
算
割
合
欄
に
定
め
る
割
合
と
す
る
。 



 

 

（
期
末
手
当
に
係
る
在
職
期
間
） 

第
七
条 

条
例
第
二
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
在
職
期
間
は
、
条
例
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
し
て
在
職
し
た
期
間
と
す
る
。 

２ 
前
項
の
期
間
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
期
間
を
除
算
す
る
。 

一 
第
二
条
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員
と
し
て
在
職
し
た
期
間
に
つ
い
て
は
、
そ
の
全
期
間 

二 

育
児
休
業
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
育
児
休
業
を
し
て
い
る
職
員
（
当
該
育
児
休
業
の
承
認
に
係
る
期
間
（
当
該
期
間
が
二
以
上
あ
る
と

き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
期
間
を
合
算
し
た
期
間
）
が
一
箇
月
以
下
で
あ
る
職
員
を
除
く
。
）
と
し
て
在
職
し
た
期
間
に
つ
い
て
は
、
そ
の
二
分

の
一
の
期
間 

三 

休
職
に
さ
れ
て
い
た
期
間
に
つ
い
て
は
、
そ
の
二
分
の
一
の
期
間 

四 

育
児
休
業
法
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
又
は
育
児
休
業
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
短
時
間
勤
務
を
し
て
い

る
職
員
（
以
下
「
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
」
と
い
う
。
）
と
し
て
在
職
し
た
期
間
に
つ
い
て
は
、
当
該
期
間
か
ら
当
該
期
間
に
算
出
率

（
育
児
休
業
条
例
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
青
森
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る

条
例
（
平
成
十
九
年
青
森
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
条
例
第
十
一
号
。
以
下
「
勤
務
時
間
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
た
だ
し

書
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
項
本
文
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
い
う
。
第
十
九
条
第
二
項
第

四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
乗
じ
て
得
た
期
間
を
控
除
し
て
得
た
期
間
の
二
分
の
一
の
期
間 

五 

条
例
第
二
十
五
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
勤
務
日
及
び
勤
務
時
間
が
常
勤
の
職
員
と
同
様
で
な
い
者
の
当
該
職
員
と
し
て
在
職

し
た
期
間
に
つ
い
て
は
、
そ
の
全
期
間 

３ 

条
例
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
休
職
者
（
以
下
「
公
務
傷
病
等
に
よ
る
休
職
者
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
た
期
間
に
つ
い
て

は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
除
算
は
行
わ
な
い
。 

第
八
条 

基
準
日
以
前
六
箇
月
以
内
の
期
間
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
が
引
き
続
き
条
例
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
っ
た
場
合
は
、
そ

の
期
間
内
に
お
い
て
そ
れ
ら
の
者
と
し
て
在
職
し
た
期
間
は
、
前
条
第
一
項
の
在
職
期
間
に
算
入
す
る
。 

一 

公
社
、
公
庫
等
の
職
員 

二 

国
又
は
他
の
地
方
公
共
団
体
の
職
員
（
広
域
連
合
長
の
定
め
る
も
の
に
限
る
。
） 



 

 

２ 

前
項
の
期
間
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
前
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

（
一
時
差
止
処
分
に
係
る
在
職
期
間
） 

第
九
条 

条
例
第
二
十
一
条
及
び
第
二
十
二
条
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
条
例
第
二
十
三
条
第
五
項
及
び
第
二
十
六
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
在
職
期
間
は
、
条
例
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
し
て
在
職
し
た
期
間
と
す
る
。 

２ 

前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
が
引
き
続
き
条
例
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
っ
た
場
合
は
、
そ
れ
ら
の
者
と
し
て
在
職
し
た
期
間
は
、
前
項

の
在
職
期
間
と
み
な
す
。 

（
一
時
差
止
処
分
の
手
続
） 

第
十
条 

広
域
連
合
長
は
、
条
例
第
二
十
二
条
第
一
項
（
条
例
第
二
十
三
条
第
五
項
及
び
第
二
十
六
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
る
一
時
差
止
処
分
（
以
下
「
一
時
差
止
処
分
」
と
い
う
。
）
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
一
時
差
止
処
分
を
受
け
た
者
に

文
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
文
書
の
交
付
は
、
一
時
差
止
処
分
を
受
け
た
者
の
所
在
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
内
容
を
告
示
す
る
こ
と
を

も
っ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
告
示
し
た
日
か
ら
二
週
間
を
経
過
し
た
時
に
文
書
の
交
付
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。 

（
一
時
差
止
処
分
の
取
消
し
の
申
立
て
の
手
続
） 

第
十
一
条 

条
例
第
二
十
二
条
第
二
項
（
条
例
第
二
十
三
条
第
五
項
及
び
第
二
十
六
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

る
一
時
差
止
処
分
の
取
消
し
の
申
立
て
は
、
そ
の
理
由
を
明
示
し
た
書
面
で
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
一
時
差
止
処
分
の
取
消
し
の
通
知
） 

第
十
二
条 

広
域
連
合
長
は
、
一
時
差
止
処
分
を
取
り
消
し
た
場
合
は
、
当
該
一
時
差
止
処
分
を
受
け
た
者
に
対
し
、
速
や
か
に
そ
の
旨
を
書
面
で

通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
不
服
申
立
て
の
教
示
） 

第
十
三
条 

条
例
第
二
十
二
条
第
五
項
（
条
例
第
二
十
三
条
第
五
項
及
び
第
二
十
六
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る

説
明
書
に
は
、
一
時
差
止
処
分
に
つ
い
て
、
広
域
連
合
長
に
対
し
て
不
服
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
及
び
不
服
申
立
期
間
を
記
載
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 



 

 

（
一
時
差
止
処
分
に
関
す
る
そ
の
他
の
事
項
） 

第
十
四
条 

第
九
条
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
一
時
差
止
処
分
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
広
域
連
合
長
が
定
め
る
。 

（
勤
勉
手
当
の
支
給
を
受
け
る
職
員
） 

第
十
五
条 
条
例
第
二
十
三
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
勤
勉
手
当
の
支
給
を
受
け
る
職
員
は
、
同
項
に
規
定
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日
に
在
職

す
る
職
員
（
条
例
第
二
十
三
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
二
十
一
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
次
に

掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員
と
す
る
。 

一 

休
職
者
。
た
だ
し
、
第
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
者
を
除
く
。 

二 

第
二
条
第
三
号
に
該
当
す
る
者 

三 

育
児
休
業
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
育
児
休
業
を
し
て
い
る
職
員
の
う
ち
、
育
児
休
業
条
例
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
職
員
以
外
の
職

員 
 

第
十
六
条 

条
例
第
二
十
三
条
第
一
項
後
段
の
規
則
で
定
め
る
職
員
は
次
に
掲
げ
る
職
員
と
し
、
こ
れ
ら
の
職
員
に
は
勤
勉
手
当
を
支
給
し
な
い
。 

一 

そ
の
退
職
し
、
若
し
く
は
失
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
日
に
お
い
て
前
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
職
員
で
あ
っ
た
者 

二 

第
三
条
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
者 

２ 

第
五
条
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
準
用
す
る
。 

（
勤
勉
手
当
の
支
給
割
合
） 

第
十
七
条 

条
例
第
二
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
勤
勉
手
当
の
支
給
割
合
は
、
次
条
に
規
定
す
る
職
員
の
勤
務
期
間
に
よ
る
割
合
（
同
条
に
お
い

て
「
期
間
率
」
と
い
う
。
）
に
第
二
十
一
条
及
び
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
職
員
の
勤
務
成
績
に
よ
る
割
合
（
第
二
十
一
条
か
ら
第
二
十
三
条

ま
で
に
お
い
て
「
成
績
率
」
と
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
割
合
と
す
る
。 

（
勤
勉
手
当
の
期
間
率
） 

第
十
八
条 

期
間
率
は
、
基
準
日
以
前
六
箇
月
以
内
の
期
間
に
お
け
る
職
員
の
勤
務
期
間
の
区
分
に
応
じ
て
、
別
表
第
二
に
定
め
る
割
合
と
す
る
。 

（
勤
勉
手
当
に
係
る
勤
務
期
間
） 

第
十
九
条 

前
条
に
規
定
す
る
勤
務
期
間
は
、
条
例
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
し
て
在
職
し
た
期
間
と
す
る
。 



 

 

２ 

前
項
の
期
間
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
期
間
を
除
算
す
る
。 

一 

第
二
条
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員
と
し
て
在
職
し
た
期
間 

二 
育
児
休
業
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
育
児
休
業
を
し
て
い
る
職
員
と
し
て
在
職
し
た
期
間 

三 
休
職
に
さ
れ
て
い
た
期
間
（
公
務
傷
病
等
に
よ
る
休
職
者
で
あ
っ
た
期
間
を
除
く
。
） 

四 

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
と
し
て
在
職
し
た
期
間
か
ら
当
該
期
間
に
算
出
率
を
乗
じ
て
得
た
期
間
を
控
除
し
て
得
た
期
間 

五 

条
例
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
給
料
を
減
額
さ
れ
た
期
間
（
そ
の
期
間
が
七
時
間
四
十
五
分
未
満
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
） 

六 

負
傷
又
は
疾
病
（
公
務
上
の
負
傷
若
し
く
は
疾
病
若
し
く
は
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
第
二
条

第
二
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
通
勤
に
よ
る
負
傷
若
し
く
は
疾
病
に
よ
り
勤
務
し
な
か
っ
た
期
間
か
ら
週
休
日
、
勤
務
時
間
条
例
第
七
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
の
全
部
に
つ
い
て
同
項
に
規
定
す
る
超
勤
代
休
時
間
を
指
定
さ
れ
た
日
並
び
に
条
例

第
十
四
条
に
規
定
す
る
祝
日
法
に
よ
る
休
日
等
及
び
年
末
年
始
の
休
日
等
（
次
号
に
お
い
て
「
週
休
日
等
」
と
い
う
。
）
を
除
い
た
日
が
三

十
日
を
超
え
る
場
合
に
は
、
そ
の
勤
務
し
な
か
っ
た
全
期
間
。
た
だ
し
、
広
域
連
合
長
の
定
め
る
期
間
を
除
く
。 

七 

勤
務
時
間
条
例
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
介
護
休
暇
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
か
っ
た
期
間
か
ら
週
休
日
等
を
除
い
た
日
が
三
十
日
を

超
え
る
場
合
に
は
、
そ
の
勤
務
し
な
か
っ
た
全
期
間 

八 

育
児
休
業
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
部
分
休
業
の
承
認
を
受
け
て
一
日
の
勤
務
時
間
の
一
部
に
つ
い
て
勤
務
し
な
か
っ
た
日
が

九
十
日
を
超
え
る
場
合
に
は
、
そ
の
勤
務
し
な
か
っ
た
期
間 

九 

条
例
第
二
十
五
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
勤
務
日
及
び
勤
務
時
間
が
常
勤
の
職
員
と
同
様
で
な
い
者
の
当
該
職
員
と
し
て
在
職

し
た
期
間
に
つ
い
て
は
そ
の
全
期
間 

十 

基
準
日
以
前
六
箇
月
の
全
期
間
に
わ
た
っ
て
勤
務
し
た
日
が
な
い
場
合
に
は
、
前
各
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
全
期
間 

第
二
十
条 

第
八
条
第
一
項
の
規
定
は
、
前
条
に
規
定
す
る
条
例
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
し
て
在
職
し
た
期
間
の
算
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

２ 

前
項
の
期
間
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
前
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
期
間
に
相
当
す
る
期
間
を
除
算
す
る
。 

（
勤
勉
手
当
の
成
績
率
） 

第
二
十
一
条 

法
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
、
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ



 

 

れ
た
職
員
（
次
条
に
お
い
て
「
再
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
以
外
の
職
員
の
成
績
率
は
、
当
該
職
員
の
職
務
に
つ
い
て
監
督
す
る
地
位
に
あ
る

者
に
よ
る
勤
務
成
績
の
証
明
に
基
づ
き
、
当
該
職
員
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
の
範
囲
内
に

お
い
て
、
広
域
連
合
長
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
広
域
連
合
長
は
、
条
例
第
二
十
三
条
第
一
項
の
職
員
が
著
し
く
少
数
で
あ
る
こ
と

等
の
事
情
に
よ
り
、
第
一
号
及
び
第
二
号
に
定
め
る
成
績
率
に
よ
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
別
段
の
取
扱
い
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

勤
務
成
績
が
特
に
優
秀
な
職
員 

百
分
の
八
十
三
・
五
以
上
百
分
の
百
三
十
五
以
下 

二 

勤
務
成
績
が
優
秀
な
職
員 

百
分
の
七
十
四
以
上
百
分
の
八
十
三
・
五
未
満 

三 

勤
務
成
績
が
良
好
な
職
員 

百
分
の
六
十
四
・
五 

四 

勤
務
成
績
が
良
好
で
な
い
職
員 

百
分
の
六
十
四
・
五
未
満 

２ 

前
項
第
三
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
「
百
分
の
六
十
四
・
五
」
と
あ
る
の
は
、
「
百
分
の
六
十
四
・
五
以
上
百
分
の
六
十

七
・
五
以
下
」
と
す
る
。 

３ 

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
職
員
の
成
績
率
を
同
項
第
四
号
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
定
め
る
場
合
に
は
、
当
分
の
間
、
広
域
連
合
長
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員
と
し
て
成
績
率
を
定
め
る
者
の
数
に
つ
い
て
基
準
と
な
る
割
合
は
、
広
域
連
合
長
が
定
め
る
。 

第
二
十
二
条 

再
任
用
職
員
の
成
績
率
は
、
当
該
職
員
の
職
務
に
つ
い
て
監
督
す
る
地
位
に
あ
る
者
に
よ
る
勤
務
成
績
の
証
明
に
基
づ
き
、
当
該
職

員
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
広
域
連
合
長
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

一 

勤
務
成
績
が
優
秀
な
職
員 

百
分
の
三
十
二
・
五
超 

二 

勤
務
成
績
が
良
好
な
職
員 

百
分
の
三
十
二
・
五 

三 

勤
務
成
績
が
良
好
で
な
い
職
員 

百
分
の
三
十
二
・
五
未
満 

２ 

前
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
第
三
号
に
該
当
す
る
者
と
し
て
成
績
率
を
定
め
る
場
合
に
準
用
す
る
。 

第
二
十
三
条 

前
二
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
職
員
の
勤
勉
手
当
の
成
績
率
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
広
域
連
合
長
が
定
め
る
。 

（
支
給
日
） 



 

 

第
二
十
四
条 

条
例
第
二
十
条
第
一
項
及
び
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
の
支
給
日
は
、
別
表
第
三
の
基
準
日
欄
に

掲
げ
る
基
準
日
の
別
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
支
給
日
欄
に
掲
げ
る
日
（
そ
の
日
が
日
曜
日
又
は
土
曜
日
に
当
た
る
と
き
は
、
そ
の
日
前
に
お
い

て
、
そ
の
日
に
最
も
近
い
日
曜
日
又
は
土
曜
日
で
な
い
日
）
と
す
る
。 

（
端
数
計
算
） 

第
二
十
五
条 
条
例
第
二
十
条
第
二
項
の
期
末
手
当
基
礎
額
又
は
条
例
第
二
十
三
条
第
二
項
前
段
の
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
一
円
未
満
の
端
数
を
生
じ

た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

平
成
二
十
一
年
六
月
に
支
給
す
る
勤
勉
手
当
に
関
す
る
第
二
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
第
二
十
一
条
第
一
項
第
一
号
中
「
百
分
の
八
十
六
以
上
百
分
の
百
四
十
五
以
下
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
八
十
以
上
百
分
の
百
三
十
五

以
下
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
百
分
の
七
十
八
・
五
以
上
百
分
の
八
十
六
未
満
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
七
十
三
以
上
百
分
の
八
十
未
満
」
と
、

同
項
第
三
号
及
び
第
四
号
中
「
百
分
の
七
十
一
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
六
十
六
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
「
百
分
の
七
十
一
」
と
あ
る
の
は

「
百
分
の
七
十
一
以
上
百
分
の
七
十
二
・
五
以
下
」
」
と
あ
る
の
は
「
「
百
分
の
六
十
六
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
六
十
六
以
上
百
分
の
六
十

七
・
五
以
下
」
」
と
、
第
二
十
二
条
第
一
項
中
「
百
分
の
三
十
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
三
十
」
と
す
る
。 

附 

則
（
平
成
二
一
年
規
則
第 

五
号
） 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
平
成
二
二
年
規
則
第 

七
号
） 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
平
成
二
二
年
規
則
第
一
一
号
） 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
平
成
二
二
年
規
則
第
一
三
号
） 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



 

 

附 

則
（
平
成
二
三
年
規
則
第
四
号
） 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
平
成
二
三
年
規
則
第
八
号
） 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

別
表
第
一
（
第
六
条
関
係
） 

  

職

務

の

級

三

級

の

職

員 

職

務

の

級

五

級

及

び

四

級

の

職

員 

職

務

の

級

七

級

及

び

六

級

の

職

員 

職

務

の

級

八

級

の

職

員 

職

員 

百

分

の

五 

百

分

の

十 

百

分

の

十

五 

百

分

の

二

十 

加

算

割

合 



零 十
五
日
未
満

十
五
日
以
上
一
箇
月
未
満

一
箇
月
以
上
一
箇
月
十
五
日
未
満

一
箇
月
十
五
日
以
上
二
箇
月
未
満

二
箇
月
以
上
二
箇
月
十
五
日
未
満

二
箇
月
十
五
日
以
上
三
箇
月
未
満

三
箇
月
以
上
三
箇
月
十
五
日
未
満

三
箇
月
十
五
日
以
上
四
箇
月
未
満

四
箇
月
以
上
四
箇
月
十
五
日
未
満

四
箇
月
十
五
日
以
上
五
箇
月
未
満

五
箇
月
以
上
五
箇
月
十
五
日
未
満

五
箇
月
十
五
日
以
上
六
箇
月
未
満

六
箇
月

勤
務
期
間

別
表
第
二
（
第
十
八
条
関
係
）

零 百
分
の
五

百
分
の
十

百
分
の
十
五

百
分
の
二
十

百
分
の
三
十

百
分
の
四
十

百
分
の
五
十

百
分
の
六
十

百
分
の
七
十

百
分
の
八
十

百
分
の
九
十

百
分
の
九
十
五

百
分
の
百
割
合

十
二
月
一
日

六
月
一
日

基
準
日

十
二
月
十
日

六
月
三
十
日

支
給
日

別
表
第
三
（
第
二
十
四
条
関
係
）


